
琉球大学学術リポジトリ

[論文]
都市計画区域外における観光開発の地域的影響と開
発規制条例の制定 :
沖縄県座間味村・旧玉城村・旧知念村を事例に

言語: 

出版者: 沖縄地理学会

公開日: 2018-11-16

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 上江洲, 薫

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002017722URL



沖縄地理第7号

1-23頁（2006）
Bull.OkinawaGeo厚.Soc.

No.7,P､1－23 (2006)

都市計画区域外における観光開発の地域的影響と開発規制条例の制定

一沖縄県座間味村・旧玉城村・旧知念村を事例に－

上江洲薫（沖縄国際大学非常勤講師）

Iはじめに

近年，各地でさまざまなまちづくり条例'）

の制定が増加している．その内容も開発に関す

る土地利用調整（土地利用規制）や環境保全，

景観保全など多岐にわたり,1980年代後半から

1990年代前半のバブル経済期には，観光開発の

増加に対応するために土地利用調整系や環境系

の条例が多く施行された（内海，1999）．

2000年の「都市計画法」や「建築基準法」の

改正によって，市町村は地区決定等に対する住

民参加手続きや都市計画の決定手続きについて

条例を制定することが可能になり，また，都市

計画区域外2）に加え準都市計画区域外でも条例

により建築形態規制が可能になった．さらに，

2004年には「景観法」を含む「景観緑三法」が

施行され，景観を観光資源として地方自治体が

重要視して景観条例を制定するなど，今後さら

に開発を規制する条例が増加すると思われる．

観光開発を規制する条例3）には規制内容によ

ってさまざまなタイプがあるが，それらは主に

開発行為の事前協議や開発地周辺住民の同意な

どの手続きを求めた条例と具体的に建築基準や

用途基準などを設けた条例とに大別できる．後

者の条例には，一般的・抽象的な規定から具体

的な規制内容を示した条例がある．

バブル経済の崩壊後，10年以上も経過したが，

沖縄県内でも大型ホテルを中心とした観光開発

が増加しつつある．地域主導および地域‘性にあ

った観光開発を進めるためには，法的に観光開

発をコントロールできる条例が必要である．ま

た，地域のマスタープランに沿った住民参加型

のまちづくりを推進するために，バブル経済の

影響を受けた観光開発の規制を主目的とした開

発規制条例は，今後，まちづくり条例への転換

が必要である．したがって，増加する観光開発

への対応や開発規制条例をまちづくり条例へ転

換することを検討している地方自治体にとって，

開発規制条例の制定過程と特徴，また，開発規

制条例の課題とその対応を明らかにすることは

参考になると思われる．

観光開発に対する規制条例に関する研究は，

観光学・経済学・法学・都市工学．建築学など

の分野で一定の成果を得ている．真山（1990）

は，民間主導と行政主導のリゾート開発方法の

相違や問題点を考察した．丸田（1992）は，ハ

ワイ州の土地開発規制法制の展開やその構造と

特徴，課題について，ゴルフ場開発許可の取消

を求めた住民訴訟をとおして分析している.瀬

口（1995）は，リゾートマンシヨン建設による

地域的影響や対応策としての条例や要綱による

法的規制状況を明らかにしている．桜井（1996）

は，リゾートマンションの増加に対する給水規

制条例やまちづくり条例の経緯や特徴，効果お

よびリゾートマンションの財政的影響を考察し

た．また，近年では条例の効果や課題などに関

する研究もみられ，柴田・鳴海（1997）は，都

道府県レベルの田園地域に関わる土地利用誘導

方策についての特徴や条例の運用状況の分析か

ら条例の効果と課題を明らかにした．内海ほか
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